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「間接性差別」の禁止つて何 ?

一方の性に不利な結果をもたらす基準の禁止

間接性差別の禁止は、「基準自体は『性を理由としない中立的なもの』

であっても、一方の性の人たちにとって基準を充たせる割合が少なく

結果として不利益になる場合を、『間接性差別』として禁止する」も

のです。「男性本位の基準や社会慣行のために女性たちが不利な影響を

受けることを防ぎ、男女平等を実現 しようJと いうのがその理念です。

わかりやすい例として 「研究員募集、身長 170cⅢ 以上」という条件

を考えてみましょう。この条件自体は、「性」と関わ りのない中立的

なものです。しかし、「身長 170cm以上」という条件を充たせる女性

の割合は男性よりずっと少なく、この条件は女性に不利益な結果をも

たらします。したがって、身長 170cm以 上に募集・採用を制限する正

当な理由がない限り、これは 「間接性差別」にあたります。

「パー ト」差別や「一般職」差別も間接性差別

「パー ト」や 「一般職」「世帯主」なども、男女で割合が大きく違い

ますから、正当な理由もなしにそれを理由に格差をつければ間接性差

別にあたります。その他、イギ リスでは、採用年齢の制限や転勤深夜

勤務などが、間接性差別として問題になってきました。

差別隠しにNO!
「間接性差別の禁上では、使用者に「女性を差別するつもり」があっ

たか否かは問題ではありません。

したがって、「使用者が女性差別するつもりだった」とまでは証明

できない場合でも、使用者が差別とすら思わず 「社会的に当たり前の

こと」と思っている場合でも、女性に不利な結果をもたらすものは間

接性差別として禁止されます。差別隠しを巧妙にはかる悪らつ使用者

や、差別に鈍感な使用者に対して有効な武器です。

間接性差別の禁止は世界の常識

国連の女子差別撤廃条約、欧州連合のローマ条約や指令は、直接差

別だけではな く間接差別 も性差別になることを定めています。

1995年 の北京女性会議行動綱領でも「間接性差別を禁止する法律

の制定」があげられています。

すでに、イギリスをはじめ、アメリカ・カナダ・スウェーデン・ア

イルランド・イタリアなどの国々にも間接性差別禁 lllの 明文の法律が

あります。 ドイツ・フランス・スペインでは法律に規定はありません

が、間接性差別も差別として禁止されるとされています。

いまや間接性差別の禁止は世界の常識です。

しかし、 日本では間接性差別を禁止する明文の規定がなく、そのた

め 「見えない性差別」が放置されています。
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性差別の是正を積極的に進めるイギリス

イギ リスは、性差別の是正に着実に成果をあげています。 とくに、

2つ の点が注 目されます。

1つ は、「間接性差別の禁 止」や 「同一価値労働同一賃金」 を定め

たイギ リス国内法や EU法があ り、女性たちや組合がそれ らを活用 し

て 「見えない性差別」の是正に成果をあげていること、

2つ めは、機会均等委員会 (EOC)や 雇用審判所など差別を救済

するための制度が、積極的かつ有効に働いていることです。

職場の性差別を禁止する法律

1 イギリスの国内法

イギリスでは、1975年 に施行された「性差別禁止法」と「同一賃金

法」の 2つ の法律で、職場の性差別を禁 lLし ています。いずれにも、

直接差別だけでなく間接差別の禁 l卜 が盛り込まれています。

性差別禁止法

性差別禁止法は、職場の差別の他、教育や広告での差別なども広く

対象とした法律です。職場の差別については、募集、採用拒否、昇

進・訓練・配転、その他の利益や施設・サービスを受ける権利、解雇

などにおける差別を対象としています。

これらについて、「性」および 「既婚者」であることをIFT由 とした

差別、「報復」による差別を禁止しています。女性だけではなく男性

に対する差別も禁 Jlさ れています。

間接性差別については、

「性中立的な条件や要件であっても、

a その条件を充すことができる女性の割合が男性の割合より相当程

度小さく、

b その条件に正当性があることを使用者が立証できず、

c それによって女性が不利益を被る場合には、性差別である」

ことが明文で規定されています。

同一賃金法

会社と労働者との間で取り決める労働条件、たとえば賃金、ボーナ

ス、残業、休 日、疾病休暇などについて、男女の平等を定めた法律で

す。性差別禁止法は雇用契約での取り決める以外のことを対象として

いますので、同 一賃金法と性差別禁止法は重複せず、補いあう関係に

あります。

1司
・賃金法では、法律上、すべての労働契約には男女平等条項が含

まれているとみなされます。また、男女が「同 な́いし類似労働」「同

等と評価される労働」「同 ・価値」で働いている場合には、男女の ´

方に有利な契約内容は、他方も同じ扱いを要求できるものとされてい

ます。つまり賃金でいえば、女性と男性と同 ‐賃金の支払いが要求で

きるのです。

男女の仕事が、運転手と看護婦のように違っていても、勤務 してい

る会社の職務評価制度で職務が 「同 ・価値」であると評価されれば、

「同等と評価される労働」として同 賃ヽ金を請求できます。また、会
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迅速な紛争解決をめざす労働裁判所制度

性差別を救済するための制度

労働裁判所は、労働関係の紛争を迅速・簡易・安く解決することを

目的とした機関です。雇用審判所と雇用上訴審判所があります。

審判長 (雇用審判所では弁護士資格のある人が、雇用上訴審判所で

は高等法院・控訴院の裁判官がなります )と 、労働者側 。使用者側そ

れぞれから推薦された審判官 1名ずつの計 3名から構成されます。日

本の労働委員会に似ていますが、裁判所です。また、労働委員会では

労使委員は意見を述べるだけで判断には加わらないのに対し、イギ リ

スの労使から推薦された審判官は判断に加わります。

手続の流れは、つぎのとおりです。

中立されると、大半のケースは、 ヒアリングが始 まるまで

の間に、独立の斡旋機関 (ACAS)で 話 し合いによる解決

が試み られます。 この段階での解決も多いようです。

… 斡旋で解決しないと審間手続がはじまります。ヒアリング

が行われますが、 日本の裁判所の証人尋間のような堅苦しい

ものではありません。なお、
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☆ 労働者は、申立に先立って差別に関する質問状を使用者に

送り回答を求め、それを審判所に証拠として提出することが

できます。会社の持っている情報を開示させるための強力な

武器です。

☆ 「同 ・価値労働」が問題になるケースでは～

職務分析のため、予めリス トアップされている中立専門家

のなかから ・名が選ばれます。そして、申立人の職務と比較

対象男性の職務が同 一かについて簡易比較が行われ、報告書

が審判所に提出されます。

… 審判所は、審間をへて決定を出します。性差別禁止法違反

の場合は、権利を確認する命令、賠償金の支払い命令、積極

的差別是正措置を行うよう勧告する命令の三種類。同 ^賃金

法違反の場合は、賃金の支払いか損害賠償 (いずれも申立の

以前 2年間分が限度)が命じられます。

… 決定に不服があるときは、雇用 L訴審判所へ上訴し、さら

に、控訴院、貴族院 (日 本でいう最高裁)へ と上訴する仕組

みです。EU法違反が争われるときには、イギリスの裁判所

がEU裁判所に対し、EU法の解釈についての判断を求めて

事件を付託することもあります。

Ｆ

団
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パー トの低賃金は間接性差別

イギ リスの審判例から

雅江さ
13き

:…」lili』::葦Ili1111裏 :

日本ではパートだというだけで正社員と同じ仕事をしていても、賃金は安

く、ポーナスも退職金もなし。イギリスでもパートで働く女性が多く、パー

トの低賃金が「同一労働同一賃金」原則違反として問題になりました。

* ジェンキンス事件

1%1年欧州裁判所判決 /1981年第 2次雇用上訴審判所決定

ジェンキンスさんは、婦人服製造工場で週 16時間働くパー トタイ

マーとして働いていましたが、同じ工場で週 40時間働くフルタイマー

と比べ、時間あたり10%安 い賃金でした。そこで、彼女は、同一賃金

法違反で提訴しました。

労働審判所では、ジェンキンスさんの仕事がフルタイマーの仕事と

「類似の労働」であることを認めましたが、賃金格差に正当性ありと

したため、彼女は上訴しました。

雇用上訴審判所では、ローマ条約 119条・EU同 ・賃金指令違反の

有無が問題となり、審判所は、欧州裁判所にローマ条約等EU法の解

釈についての判断を求めました。

欧州裁判所は、「パー トタイマーがFf_倒的に女性である場合には、

使用者が賃金格差の正当事由を示さない限り違法」としました。

第 2次雇用上訴審判所では、 これを踏まえて、

① 性差別禁止法 と同 ^賃 金法は調和的に解釈 されなければな らな

いか ら、同一賃金法においても、明文の規定はないが間接性差別は

禁止される。

② 賃金格差をつけるには、それを正当化する経済上その他の合理的

な理由が必要。

③ また、単に合理的な目的があっただけでは足 らず、実際に、賃金

格差をつけることで 目的が達成 された ことが示されなければな ら

ない。

とし、欠勤率減少や生産性向上に賃金格差をつけることが必要で、か

つ実現されたか、を検討するために労働審判所に差 し戻 しました。

このジェンキンス事件判決以来、イギリスでは「パートタイマーとフルタ

イマーの賃金格差は、含理的必要性がない限り間接性差別であり違法」との

判断が確立し、パートタイマーの賃金の均等待遇原貝」は揺るぎのないものと

なっています。
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解雇はパー トからって、変 !

イギ リスの審判例か ら

恵美さん

の疑問

解雇はパー トからというのは女性に対す
:

る間接性差別ではないの ?        :

バートのほとんどは女性。パートが解雇で最初にターゲットにさねるのは

「女性に対する間接性差別」では?

* クラーク&パウエル事件

労働審判所/1982年雇用 L訴審判所決定

1981年 、会社は、クラークさん、パウエルさんをはじめパート

タイマー全員 60名 (全員女性)と フルタイマー 46名 (男 20名・

女 26名 )を解雇しました。

この解雇は、事前に、フルタイマーの組合と会社との間で解雇者の

人選について協定が結ばれ、①まずパートタイマーを解雇し、それで

も足りない場合にフルタイマーを解雇する、②フルタイマーは、勤務

年数の短い人から解雇する (先任権基準)と されていました。

もし、パー トタイマーを先に解雇するのでなく、従業員全員に先任

権基準を適用して解雇する人を決めていたら、クラークさんやパウエ

ルさんは、解雇されなかったはずだったのですが・・・。

2人は 「『まずパートタイマーから解雇する』のは、女性に対する

間接性差別だ」と労働審判所に申し Lヽて ました。

労働裁判所は、「フルタイムで働くという条件を充たせる女性の割合

は男性に比べてかな り低い」として、最初にパー トタイマーを解雇

することは女性に対し差別的効果を与えるとしました。そして、次の

「パー トタイマーを先に解雇することに正当性があったか」の判断に

おいて、労働者側の状況を検討し、パウエルさんについては、子ども

が幼くフルタイムで働くことはできないとして正当性を否定し中立を

認めました。しかし、クラークさんについては、 f・ どもが学齢期を過

ぎていましたのでフルタイムヘの変更ができたとして会社に正当性を

認め、申し立てを退けました。クラークさんは、雇用上訴審判所に上

訴しました。

雇用上訴審判所は、クラークさんについても、フルタイム労働者に

なることで不利益はさけられたとした労働審判所の判断は支持できな

いとして、会社の正当性を否定し、間接性差別の成立をみとめました。

日本では当たり前のように行われている「解雇はパートから」も、イギリ

スでは、「女性に不利益をもたらす間接性差別」という視点から制限されるの

ですね。
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イギ リスの審判例から

看護婦、保母、ヘルパーはほとんどが女 :

性。理学療法士などは男性が多い。女の仕

事だと安いのよね !

イギリスでは、「同じ仕事」でなくとも「同じ価値」の労働を行つていれば

同一賃金が請求できることが「同一賃金法」で保障されています。裁判でそ

れを認めたリーディングケースがつぎのヘイワード事件貴族院判決です。

* ヘイワー ド事件/1988年貴族院判決

ヘイワー ドさんは、造船所で料理人として週給 92ポ ンドで働いて

いました。同じ造船所で働く塗装工、熱絶縁工、船大工の男性は、週

給 117ポ ンドの他、高額の残業手当や休日出3jJ手 当も支払われてい

ました。

ヘイワー ドさんは、彼女の「料理人としての仕事」と、男性の 「塗

装工、絶縁工、船大工の仕事」は同一価値であるとして、同 ‐賃金法

にもとづき平等賃金を請求しました。

「ヘイワー ドさんの基本給は男性たちよりも低いけれども、彼女は、

基本給以外に無償の昼食、特別の休暇などの付加的な利益を受けてい

る。それら算入すると彼女の賃金の方が男性たちより高くなる」と申

立を認めませんでした。

「女の仕事」はなぜ安いの ?

靖子さん

の怒リ

雇用上訴審判所、控訴院も審判所の判断を支持したため、彼女は貴

族院に上訴しました。

貴族院判決は、第一に、料理人の仕事と、塗装工、熱絶縁工、船大

工の仕事を「同一価値労働」 と認めました。そして、第二に、料理人

の仕事と、それらの男性職を比較し、仮に付加的な賃金で彼女のほう

が上回つていたとしても、時間給という基本部分において平等な賃金

が請求できるとし、差額賃金の支払いを命じました。

最近、イギリスで特に問題となっているのが、女性の多い「言語療法士」

と、男性の多い「薬剤師」や「臨床心理担当職」との賃金格差です。すでに、

言語療法士からの申し立てが1500件余行わねています。つぎのエンダー

ビー事件は、その一つです。

* エンダ…ビー事件

1992年控訴院、1993年欧州裁判所判決

エンダービ‐さんは国立病院で上級言語療法上として働いていまし

た。同じ病院で働く薬剤師や臨床心理担当である男性の賃金のほうが、

彼女の賃金より 60%も高いので、詩語療法上の仕事と業剤師や臨床

心理担当の仕事は「同 ^価値労働」であると、平等賃金を請求し申し

立てました。

「11金 は、病院の賃金委員会において労使で合意され、国の社会保

障大臣によって承認され決定された」と〕:張 しました。また、「『言語
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「年齢」が理由で応募すらできない

イギリスの審判例から

祥子さん

の声
:  3

正社員の募集は、は 30歳 まで、派遣は

5歳、パー トは 40歳。45歳の私は._.

しかし、性差別禁止法の精神・意図からすれば、実際に応募しうる女

性がどれだけいるかが問題で、経験的に28歳以下の条件では女性は

応募できにくい傾向がある」と判断しました。そして、実際に28歳

以下という条件をクリアできる女性の割合が、男性と比べて<相 当

程度>少ないか否かを検討するため、労働審判所に事件を差し戻しま

した。

差し戻された第 2次労働審判所は、「クリアできる女性の割合が男性

と比べて<相当程度>少なく、 28歳 の制限は女性にとって不利益」

と判断しました。また、使用者は「キャリア構成のバランスをとるた

め若年音を採用する必要がある」と年齢制限のi[当性を主張しました

が否定しました。「硬直的な年齢制限以外の方法によリキャリア構成の

バランスを維持することも、難しいかもしれないが可能である」とし

て、28歳以 ドという条件は女性に対する間接差別であるとしたので

す。

日本でも「年齢制限は女性への間接性差別」と規制されれば、女性の職場

進出に大きな弾みがつくことでしょう。

女性の場合、若いうちは子育てのため勤めに出られない人も多く、「年齢制

限」は男性と比べずつと深刻です。イギリスでは「年齢制限」が「女性への

間接性差別」という点から問題にされました。

* プライス事件

1978年 労働審判所 /1997年 雇用上訴審判所 /第 2次労働審判所決

定

プライスさんは、国家公務員事務官に応募しましたが、28歳以下と

いう年齢制限を超えていたために考慮の対象にすらされませんでした。

そこでプライスさんは、「女性の場合、20歳代は出産・育児のため働

けないことが多い。『28歳』という年齢制限では、応募できる女性

の割合が就職の男性より少なくなってしまう。これは、間接性差別だ」

と訴えました。

「20歳代の女性も応募することは『物理的には可能』なのだから、

28歳 という年齢制限を『充たしうる』女性の割合が少ないとはいえ

ない」と申立をしりぞけました。プライスさんは_L訴 しました。

雇用上訴審判所は、「確かに、どの女性も物理的には応募しうる。
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子育て中の深夜勤務はきつい !

イギ リスの審判例から

1  小学校低学年の子どもがいるのに 「昼夜 |

: 交替シフトに入れ」なんてどうするの ?夫
:

| も交代制なのに !            :

恭子さん

の怒リ

なお、女性運転手 21人 中、新勤務体制で働けないのはエ ドワー

ズさん 1人 でしたc

労働審判所は、新勤務体制は 「女性に不均衡な影響を与え、客観的

な正当性もない」として間接性差別と認めました。

しかし、会社は上訴し、「勤務できる女性運転手の割合は 95。 2%
にのぼ り、男性に比べ『相当程度少ない』とは言えないJ、 また 「新

勤務体制導入には正当性がある」と争いました。

控訴院は、「相当程度少ないか」は柔軟に判断すべきで、たとえ 1

人の女性 にしか不利益 を与えなかった としても、「男性運転手は

2023人 と圧倒的に多数なのに 1人 も不利になっていない」「全国統

計で、女性のひとり親は男性の 10倍 いる」ことを無視できない。女

性運転手が 21人 と少ないのも「そもそも女性にとって地 下鉄運転手

として働くことが難しいか魅力的でない」からとして、新勤務体制で

働ける女性の割合は相当程度少なく差別的効果ありとしました。

新勤務体制の 1正 当性については、控訴院以前の段階で、「育児の責

任を負っている人に重大な不利益を与えずにコス トを削減することは

nJ能だつたはずであり、■:当性はない」と確定しています。

たった一人の女性が不利益を受けたケースでも、社会全体の状況から柔軟

に判断し、間接性差別の成立を認めた判決です。

日本では99年 4月 から女性の深夜業が解禁になりましたが、多くの子育

て中の女性にとつて、深夜 。早朝勤務は事実上ムリ。イギリスでは日本より

早く解禁されましたが、やはり子育て中の女性にとつて深夜・早朝勤務は大

き想障害です。98年に、イギリスの控訴院で「子育中の女性に深夜。早朝勤

務を命じたことは間接性差別」との判決が出され、女性たちの喝采をあびて

います。

* エ ドワーズ事件

労働審判所/雇用上訴審判所/1998年控訴院判決

エ ドワ‐ズさ|ん は、シングルマザ ーとして幼児を育てなが ら、 ロン

ドン地下鉄会社の運転手として働いていました。

運転手の仕事は昼夜 3交替制で したが、彼女は小さい子 どもがいる

ため希望 して「午前 8時～午後 4時 (ま たは 8時 30分～ 4時 30分 )、

土 。日曜体」の勤務 に就 いていました。 ところが、1991年 、会社

は新 しい交替勤務を導入 し、エ ドワーズさんも「午前 4時 45分 ～、

日曜出勤あ り」の勤務体制とな りました。 しか し、彼女はこの勤務体

制では働くことはできず、退職せぎるをえませんでした。エドワーズ

さんは、新勤務体制は間接性差別であると中しiLて ました。
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法律が女性を差別することは許されない

法律が「違法」だつたら変えればいい !

イギ リスの審判例から

日本の育児・介護休業法では、有期雇用

者は対象になっていません。有期雇用者の

多くは女性たち。法律が女性 を差別 してい

いの ?

倫代さん

の疑問

高等法院、控訴院をへて、貴族院においては、この条文が女性に対

し差別効果を与えることを前提に、「パー トタイマーとフルタイマーで

資格要件に差をつけることにJli当 性があるか」が争点になりました。

貴族院判決は、正当性なしとし、EU法違反を宣告しました。

① 差を設けた目的は、「パー トタイム雇用を増大させること」にあっ

た。この目的自体が社会政策上必要でなかったとはいえない。

② しかし、パー トタイマーとフルタイマーとで賃金格差をつければ

同一賃金原則の侵犯であり、補償金などの間接的な費用についても

原理的な区別はない。また、その規定によリパー トタイム就労の機

会が増大したとは許えない。

③ したがって、資格要件に差を付けることが目的を達成するための

適切かつ必要な手段だったとは言えない。

この条項は判決後すぐに改正され、不公正解雇法上の請求は「労働時間に

関係なく」2年間の勤続要件で請求権が発生することになりました。

そして、次に、「 2年間」という勤続要件が女性に対する間接性差別として

争わねたのがシーモアスミス事件です。

* シーモアスミス事件

1999年欧州裁判所判決/2000年貴族院判決

シーモアスミスさんとペリッツさんは、91年 に会社から解雇され

ました。そこで、不公正解雇の中立をしようと思いましたが、当時の

法律自身が女性に不利な条項を設けていることがあります。

イギリスでは、℃刀 年にできた雇用保護法が、不公正に解雇された場合に

補償金や剰員手当の請求を、一定の年数勤続していたことを要件とし、しか

も、その勤続年数がパートタイマーとフルタイマーでは異なつていました。

こねについて、EOC、 そしてパートタイマーの女性が果敢に取り組み、

差別を是正させています。

* EOC事 件 /1994年 貴族院判決

雇用保護法では、「週 16時間以上働く労働者は 2年間、週 8-16

時間働く労働者は 5年間勤めていないと、補償金や剰員手当を請求す

る資格がない」と、パー トタイマーが請求できる要件をフルタイマー

の場合より厳しくしていました。EOC(機 会均等委員会)は、「イ

ギリスのパー トタイム労働者の 87%が 女性だから、この条文は間接

性差別で、EU法違反だ」とパー トで働いていて解雇されたデイさん

を原告に加えて、司法審査を求めました。
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見えない性差別をなくすために

間接性差別の問題は 1997年の均等法改正国会でも論議され、「いわ

ゆる『間接性差別』については、何が差別的取扱いであるか引き続き

検討する」という衆参両議院の附帯決議になっています。ところが労

働省は、いまだに間接性差別の検討結果を明らかにせず、「総合職と

一般職のようなコース別雇用をする場合は、男女で異なる取扱いをし

てはならない。コース別雇用には合理性・納得性が必要」という通達

を出すにとどまっています。

一方、1999年に施行された男女共同参画社会基本法の国会審議でも

間接性差別が論議になりましたが、「間接性差別禁止」は明記されま

せんでした。その後制定された埼玉県男女共同参画推進条例では、「男

女が直接的であるか間接的であるかを問わず性別による差別的取扱い

を受けないこと」と、法的にははじめて間接性差別の言葉が入り、注

目されています。

1.裁判をおこそう

イギ リスでは最初から性差別禁止法に問接性差別を違法とする規

定があります。これに基づいて数多くの裁判がおこされてきたのは

みてきた通りです。 日本では 1994年の二陽物産事件判決で、間接性

差別を違法とする判決の第一歩を踏み出しました。また、 ロソ図書

事件判決これに続いて、女性たちが裁判を起こし次々と「見えない

性差別」を明らかにしていくことが、法律を変える大きな力になり

ます。

これまでも男女別定年制や結婚退職制、賃金差別、セクシュアル

ハラスメントなど、女性が働きやすい職場をつくるために、職場の

差別を次々と裁判に訴え、判例を積み重ねて法律を是正させてきた

のです。裁判に踏み切った女性たちは、「世界が広がった」「仲間が

増えた」と生き生きと輝いています。間接性差別を許さない、同 一

価値労働同 ‐賃金を実現する流れをつくるのは、私たち女性一人一

人の行動にかかっているのです。

2.日本の救済制度

EOCで は職場の性差別に対して個人への助言や援助だけでなく、

違法行為の告発や調査、代理人として裁判をおこす、法改正の提言

など、大きな権限をもっています。

日本でも改正均等法では、女性少年室に調停の申請をした場合、

一方の申し立てで調停が開始できるように改善されました。ただし

女性少年室が 「必要と認めるとき」という要件があるので、運用に

よっては有効に機能しないおそれもあります。実効性をもたせるた

めには、女性少年室を独立の機関として、調停中請が受けられ、是

LE命 令が出せるなど強力な権限を付与することが必要です。 そし

て、独立機関として十分に活動できるだけの経済的人的措置も求め

られます。

3.法律を変えよう/条約を批准しよう

① 均等法に間接性差別禁止を明記すること。
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とが可能かについて情報を求めてきた。当委員会は日本政府に対し、

次回報告では、部門別または職種別の男女雇用比率に関する情報、そ

れぞれの最低賃金または基本賃金ならびに実際の平均賃金を年功別及

び技能別に分類した詳細な情報も提供するよう要請する。 (女性労lel

18号 )

1994年 6月   (こ れまで要請してきた)問題に関してはなんらの情報

提供もなかった。日本政府は 「こうした統計は人手できない」と報告

している。当委員会は、「適切な改善策が講じられるように、現在の

不平等の質と範 l■lを把握した資料をつくり、所得との関連について必

要な情報を提供するよう」 日本政府に再度求める。 (女性労働 19号 )

1997年 6月  男女の平均所得において ・貫して高い賃金格差を減ら

すための措置をとるよう、当委員会は数年間、日本政府に勧告し続け

た。 日本政府は賃金格差を減じるための男女雇用機会均等法および育

児介護休業法の改正を行うとしている。当委員会はこの機会をとらえ

て立法を強化し、その有効な実施のためのメカニズムを創ることを希

望する。 (女性労働 22号 )

1999年 6月  当委員会は長期にわたって、とくに年齢が高くなると

顕著になってくる男女間の大きな格差を是正するための、条約と 致ヽ

した措置をとるよう日本政府を奨励してきた。男女間の賃金格差がこ

の数年縮小されていないのは、ほとんどが女性であるパー ト労働者の

増加に原因があるとしている。いくつかの企業では三本立てのキャリ

ア制度の運用で女性を差別している。今後改正均等法と指針の、特に

解決の制度が満足する結果に至らなかった場合の情報を提供するよう

要請する。 (女性労働 24号 )

2000年 6月   日本の国立病院の「正規職員」と「賃金職員」の格差

について、次のような報告書を出した。

「1.本委員会は、全日本国立医療労働組合の行なった、国 アヽの病院

や療養所で、正規職員の不足のため、日雇いで最大 1年間雇用され、

第 100号 条約に反して差別的な処遇を受けている職員に関す

る報告に対する[1答 として、日本政府の提出した報告に含まれてい

る情報に注目する。….

2.全医労はその報告で、雇用契約の一時的性格に固有の不安定に加

えて、賃金職員と正規職員の処遇に著しい格差があるとのべている。

全医労は、その報告において、契約職員と正規職員のあいだに著し

い賃金格差があること、および、契約職員全体の 70パーセント

を女性が占めていることから、この賃金格差が第 100号 条約に違

反すると主張している。… .

5.… .こ れら既存の賃金格差に照らし、また労働市場における男

女平等の全体的な状況にかんがみて、 (全医労の)主張や説明を

検 .Nlせ ざるをえない。本委it会は、契約社員が正規職員よりも女

性の占め る比率が高くはないかもしれないものの、問題となって

いる部Flの職員全体と女性が多数を占めていることに注目する。
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(b)男 性に対し同様に適用し、又は適用するであろうとも、以 下のような

要件又は条件を、女性に対して適用した場合

(1)それに適合し得る女性の割合が、それに適合し得る男性の割合より

も著しく小さく、かつ

(u)そ の適用されるべき者の性別に関係なく正当であることを立証し得

ず、かつ

(血 )女性がそれに適合し得ないが故に、その女性に対し、不利益となる

もの

第 53条 (機会均等委員会の設立とその任務)

(1)少なくとも8名、ただし 15名 を超えない、常勤又は非常勤として

内務大臣により任命される者によって構成される機会均等委員会と称す

る委員会を設置する。

この委員会は以下の任務を有するものとする。

(a)差別の廃止のための活動

(b)男性と女性の間の一般的機会均等の促進、及び

(c)本法及び 1970年 同一労働同一賃金法の実行を監視し、内務大臣の要

求により、その他必要と認めた場合、これらの法律の改正案を作成し、

内務大臣に対しこれを提出すること。

ローマ条約 119条
「各加盟国は、第一段階において同一の労働に対する男子および女子の労働

者間の賃金平等の原則を確保し、かつ、その後も引きつづきその適用を維持

する。

本条の適用上、賃金とは、雇用者が、労働者の雇用に対して労働者

に支払う通常の基本賃金もしくは手当または最低の賃金もしくは手当および

現金または現物で、直接または間接に支1払 うすべての利益を意味する。性に

基づく差別のない賃金の平等とは、次のことを意味する。

a出来高払いの同一労働に対して支払われる賃金は、同一の計算単位に基づい

て定められること。

b時間払いに対して支払われる賃金は、同一職務につき同一とすること。」

1975年・男女同一賃金原則に関するEC指令

第 1条

条約第 119条に示される男女同 ^賃金の原貝1は、同一労働または同一価

値労働をもつ労働に対し、賃金のいかなる側面ないし条件についても、性別

を理由とするいかなる差別も存在してはならないことを意味するものである。

…とりわけ、賃金決定のための職務分類システムは、男女同一の基準によ

らなければならず、性に基づくいかなる差別も排除されなければならない。

-46- -47-
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